
都市整備における市民参加を円滑にするための「場」のデザインのあり方* 

The Approach of Design of Place for Making Citizen Participation Smooth in District Improvement* 
 

 

田中晃代** 
By Akiyo TANAKA** 

 

 

１．はじめに 

 

 近年、都市整備において、各自治体は、計画策定から

事業実施に至るまでのプロセスの中で市民参加を積極的

に取り入れ、市と市民による協働のまちづくりを展開し

てきた。その協働のまちづくりの対象となるものは、計

画づくり、デザインコンペ、まちづくりガイドラインの

作成、など幅広い。また、市民参加の手法においても、

市民会議方式、委員会方式、公募・コンペ方式、アンケ

ート方式、ワークショップ方式、意見提出手続き方式、

と多岐にわたっている。最近では、市民参加というとワ

ークショップ手法がクローズアップされ、取り上げられ

ることが多くなってきているが、ワークショップに自主

的に参加する人のみならず、参加しない多くの人たちの

意見をどう反映させるのかといった視点が希薄になって

いるきらいがある1)2)。あるいは、まちづくり懇談会や

協議会が提案したまちづくり提案が地域の総意を得てい

るのかどうか疑問に残る。市民参加の手法といっても、

まちづくりの過程の段階でどんな手法が有効的か、ある

いは市民参加の手法を組み合わせることによってどんな

効果があげられるかなどを検証する必要がある。今回事

例として取り上げる大阪府吹田市の都市整備におけるま

ちづくり懇談会は、計画づくりを目的として参加に積極

的な姿勢をもつ市民によって構成されている。一部の参

加に積極的な市民がまちづくり懇談会という「場」に集

い、まちづくりの提案をしていくというスタイルをとっ

ている。そこで、本研究では、駅前周辺整備・再開発な

どのまちづくりのプロセスのなかで、まちづくり懇談会

という「組織」でなく「場」を行政が設置するに当たり、

どのような課題が生じ、その課題を解決するためには、

まちづくりのどの段階でどのような手法が必要か、また、

各主体の役割や関係など「場」のデザインについて追究

していこうとする3)。 

 調査手法については、都市整備の各エリアの主担当者、 
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副担当者へのヒヤリングの実施、各まちづくり懇談会に

出席していた市民へのフォーカス・グループ・インタビ

ューを実施している。また、まちづくりのプロセスにつ

いては、各担当者が作成した資料をもとに分析を進めて

いる。 

 

２．市民参加の手法 

  

 （１）より多くの人の参加を促すための手法 

大阪府吹田市は、大阪府の北部に位置し、都心部へ

の勤労者のベッドタウンとして位置づけられている。北

部は、全国のニュータウンのさきがけとなった千里ニュ

ータウン、南部は、歴史的な旧い町並みや住宅、工場、

店舗が混在する既成市街地が広がっている。吹田市都市

整備部では、平成12年度より、駅前広場や道路、公共公

益施設などの公共空間の整備に関して、まちづくり懇談

会という市民会議の「場」を設置し取り組んできた。現

在までに、Y駅周辺、M駅周辺、S駅周辺、K駅周辺の４つ

のエリアで、まちづくり懇談会方式が採用されている

（表－１）。そのいずれにおいても、まず初めに、①駅

周辺に居住するステークフォルダー（連合自治会やまち

づくり協議会など）に対して懇談会への参加を呼びかけ、

さらに、②駅利用者やバス利用者に対して、市報で吹田

市全域に広く呼びかけるなどして、利害関係者のみに偏

らないよう配慮している。 

 

 （２）意見をとりまとめるための手法 

意見をとりまとめるための手法については、4つの地

区に共通して、少人数制によるワークショップ（KJ法）

が採用されている。ワークショップの手法以外にも、S

駅周辺やK駅周辺では、現地見学会を開催している。し

かしながら、実際にワークショップのなかで、具体的な

テーマを決めずに地域課題について議論してもらうとま

ちの小さな課題からまちの将来像まで、発言者によって

かなり異なってくる。そうした課題や意見の調整が必要

になってくるといえよう。それらの意見が調整されない

ままにワークショップが進んでいくと「身近な課題を話

す人と大きなまちの将来像を話す人の意見がうまくかみ

合わない」や「ワークショップで出した課題が山済みさ 



表－１ 地区まちづくり懇談会の概要 

まちづくり懇談会 地区の特性 開催年月日 事業等 始まり 世話人会 専門家 提案内容

Y駅周辺
まちづくり懇談会

ニュータウンに近接、交通
の結節点

平成12年～
平成17年

東：都市再生区画整備事業
西：都市再生交通拠点整備
事業

説明会を利害関係
者に実施したが意
見がまとまらな
い。

約20名
前半：1
名　　後
半：3名

まちづくりガ
イドライン

M駅周辺
まちづくり懇談会

ニュータウンの地区セン
ター、商業施設、公共施
設、病院が林立

平成17年～
平成18年

地区センター再整備、再開
発

地区センター再整
備の基本的な考え
方が提示された
（市、府千里セン
ターより）。

約25名 3名 整備計画

S駅周辺
まちづくり懇談会

東は老朽化した集合住宅団
地、西は簡素な住宅街

平成17年～
住宅市街地総合整備事業
（団地の建替えにあわせた
整備）

老朽化した団地の
建替え計画が都市
再生機構より出さ
れる。

約30名
（4名）*

3名
まちづくり提
案

K駅周辺
まちづくり懇談会

住、商、工混在
平成16年～
平成19年

民間企業の工場移転による
跡地利用

駅南側の民間企業
工場の跡地利用

なし 3名 将来像

＊世話人会の規模が大きすぎたため、代表世話人が設置された。 

表－２ まちづくりガイドライン

まちづくりガイドラインに基づき検討した内容

■福祉 すべての人にやさしいまち ①阪急ビル商業施設計画及び阪急Y駅舎改良計画
■環境 環境にやさしいまち ②駅周辺の自転車駐車場整備計画
■安心・安全 安全で安心して暮らせるまち ③地区計画案、用途地域と容積率の変更案
■文化 すべての人が心豊かに暮らせるまち ④景観形成地区の指定に係わる基準の素案づくり
■利便性 楽しく活気のあるまち ⑤駅東側の土地利用計画
■周辺との調和 地域と調和し、地域に貢献するまち ⑥その他（各ワークショップの報告等）

まちづくりガイドライン

 

 

れていて、市が課題をどう受け止めたかわからない」な

どの意見がK駅周辺まちづくり懇談会参加者から出てき

た。まずは、「どんなまちにしたいか」というまちの将

来像を一度出し合ってから、その将来像を達成するため

に個別具体の方法をそれぞれが出していくというプロセ

スが必要ではないかと考える。その点、Y駅周辺のまち

づくり懇談会では、交通問題懇談会を開き、最初の3～4

回は、全体的に意見交換や情報交換を行った。その後、

交通問題にテーマを絞って、「歩行者動線」「デッキの

幅」「エレベータ」や「エスカレータ」の位置、公園の

動線計画などをワークショップ形式で進めていった。ま

た、交通問題に関する素案ができた段階で、今度は、土

地利用や景観、商業ビル、駐車場、駅舎の改良などを考

えるために、まちのあるべき姿を考えるまちづくり懇談

会を開催した。後者については、将来のまちの姿につい

てある程度意見がだしきられた段階で、まちづくり懇談

会参加者の中から世話人会を20名程度選んでもらい、ガ

イドライン素案を作成し全体会に諮っていった（表－

２）。また、Y駅周辺では、駅舎のトイレのバリアフリ

ーや公園の遊具の配置など、テーマや場所を絞ってワー

クショップを実施し、そのワークショップの結果が目に

見えるかたちで完成している。まちづくりのプロセスの

中で、意見を取りまとめるためには、単に意見交換や情

報交換をする「場」と具体的なテーマや場所に絞ったア

イデアや提案を行う「場」をうまく使い分けていく必要

があるといえる。 

 

（３）より多くの人に計画を周知するための手法 

4つのエリアにおいて、まちづくり懇談会参加者以外

の地域の人の意見に対する配慮は、特にされていない。

例えば、公募・コンペ、コンテスト、アンケート、意見

提出など地域の人の意見を聞く機会を積極的にとる必要

があるといえる。まちづくり懇談会の事務局は行政が担

っていたが、個別に直接的な利害関係にかかわるキーパ

ーソンや開発事業者への意見収集・交渉も行われていた。 

一方、K駅周辺のまちづくり懇談会を除く3つのエリ

アでは、全体会の意見調整や、会の運営のしかたを考え

る市民による「世話人会」ができているが、どの「世話

人会」においても、まちづくり懇談会参加者以外の人の

意見を広く聞く機会を設けていない。例えば、S駅周辺

まちづくり懇談会が道路計画案を決定する際に、まちづ

くり懇談会の全体会では、振り替え道路をつくる案とそ

うでない案の2つの意見に分かれ、最終的には行政にそ

の判断を委ねるという事態が生じた。また、まちづくり

提案について、「まちづくり提案書」を市長に提案した

が、その提案した駅前広場のかたちや区画道路の位置が、

提案後の事業に伴う都市計画の変更原案の説明会の図面

と異なっているということで、まちづくり懇談会に参加

した一部の市民が紛糾しているという事態が起こった。

しかし、そのような事態に面した場合も、まちづくり懇

談会の全体会や世話人会での話し合いでとどまっている。

まちづくり懇談会で作成された「道路計画」「まちづく

り提案書」であるが、それが地域のなかで総意を得てい

るのかどうかについては再度検証し、まちづくりのプロ

セスのなかでまちづくり懇談会の参加者以外の人々の意

見を積極的に位置づけていく姿勢が必要であるといえる。 



３．市民参加を円滑にするための各主体の役割 

  

 （１）世話人会の役割 

上述したとおり、K駅周辺のまちづくり懇談会を除く

3つのまちづくり懇談会では、「世話人会」が設置され

ている。これについては、まちづくり懇談会設置要領に

特に規定されているというわけではないが、Y駅周辺の

まちづくり懇談会で、まちづくりガイドラインを作成す

る際に意見のとりまとめを行うための作業部会として位

置づけられたことを契機に他のエリアでも「世話人会」

が踏襲された。あとに設置されたS駅周辺まちづくり懇

談会の世話人会では、次回の全体会で話し合うテーマや

内容、資料についても検討したり、まちづくり提案書を

まとめるための作業を担うなど、その役割も会の運営に

及ぶ広範囲な役割となっていった。また、世話人会の規

模も約20名程度とし、大きくなりすぎないよう配慮がさ

れている。こうした協働のまちづくりの試みは、S駅周

辺まちづくり懇談会設置要領にも、「この要領は、市民、

事業者、行政などのまちづくりに関わる多様な主体が、

協働のもとにS駅周辺地区のまちづくり将来像について

の意見をとりまとめるために設置する…」として規定さ

れている。 

K駅周辺のまちづくり懇談会が世話人会を設置しなか

った理由として、「特に作業をともなう内容のものがな

かった」といった意見が行政のヒヤリングから聞くこと

ができた。  

 

（２）専門家の役割 

市民会議を円滑に運営するにあたって、専門家の役

割は大きい。まず専門家には、まちづくり懇談会の全体

会議を円滑にするためのコーディネーター、ファシリテ

ーションに関する専門家が必要である。延藤らは、ファ

シリテーターの立場・役割について、「住み手の要求を

把握し計画的見地に基づいて教導的・主導的な姿勢で計

画の立案をするという従来の専門家像に対して、何らか

の目標にたどり着く過程で問題の所在を住み手と共に探

求し住環境の主体としての自覚の発現を促すといった住

み手の支援を重視する」としている3)。S駅周辺のまち

づくり懇談会以外は、すべて、第三者である専門家がま

ちづくり懇談会の司会進行を担っている。S駅周辺のま

ちづくり懇談会のみ司会進行を3名の市民が担っている。

そのうち2名はSまちづくり協議会のメンバーである。S

駅周辺では、まちづくり懇談会の場の設置以前に、「ま

ちづくり協議会」という任意の組織が設置されており、

その活動の中でのまちづくりのコーディネートやファシ

リテーションの経験が活かされたといえる。 

また、一方で、計画づくりの中で、交通計画や駅前

広場のデザインなど特に専門的な内容にまで議論が及ぶ 

表－３ 専門家の分野の組み合わせ 

まちづくり懇談会 専門家の組み合わせ
Y駅周辺

まちづくり懇談会
都市計画・景観

M駅周辺
まちづくり懇談会

建築・地域計画・まちづくり

S駅周辺
まちづくり懇談会

建築・道路・景観

K駅周辺
まちづくり懇談会

都市計画・景観・まちづくり
 

場合、それについて専門家の適切な助言が必要になって

くる。延藤らが指摘する従来の専門家像に近い形の役割

がそこから見出せるが、そうした分野ごとの専門家や、

専門家の組み合わせは、会を進める上で重要となってく

る。ただ、従来の専門家像では、うまく会を進行させる

ことは困難で、それにプラスアルファの要素として、け

っして、自分の意見を押し付けることなく、市民の疑問

に思う点をクリアにしていくためのフレキシブルかつ臨

機応変な対応が求められているといえる。専門家の分野

の組み合わせについては、表－３に示すとおりである。

Y駅周辺のまちづくり懇談会においては、上記の条件を

満たしたコーディネート・ファシリテーションと都市計

画などの専門的な助言を一人の専門家が兼ねて、話し合

いを進めていった。それが、懇談会の話し合いをスムー

ズに進めていけた一つのポイントではないかと考える。

また、行政へのヒヤリングにおいて「専門家同士のコミ

ュニケーションが円滑に行われなければ、全体会の進行

もうまくいかない」といった意見が聞かれた。異分野の

専門家同士のコミュニケーションについては、今後の課

題ではないか。行政は、多くの場合、専門家を選ぶにあ

たり、市の職員の推薦や市民からの紹介に委ねることが

多い。専門家の選定については、専門分野に対する見識

は当然のこととして、実績や人柄、まちづくりの内容や

地域性についてマッチしているか、専門家同士の組み合

わせについても判断していく必要がある。こうした判断

を誰がどのように決定していくのかについては、今後検

討していく必要があるといえる。 

 

（３）行政の役割 

 懇談会運営のためには、議事録作成、スケジュール調

整、場所の手配、ニュースの発行などの会を運営するた

めの事務が必要である。こうした事務をすべて行政が担

っていたわけであるが、ニュースの発行などは、Y駅周

辺、S駅周辺のまちづくり懇談会のなかの世話人会の有

志が作成するなど市民の分担が見られた。駅周辺のまち

づくり懇談会の行政へのヒヤリングでは、「当初考えて

いたまちづくり懇談会の倍以上の回数がかかって、事務

的に負担が生じた」との意見が聞かれたが、ゆくゆくは、

こうした事務的な作業についても世話人会が分担するな

ど十分検討する余地があるといえる。行政の役割として



は、個別具体の権利調整やあるいは、事業のスケジュー

ルと懇談会のスケジュールの調整に専念する必要がある

のではないか。世話人会の事務的な作業の分担について

は、適切な人材が見つからなければ、NPOなどに委託す

るなどの方法も考えられる。 

  

４．市民参加を円滑にするための「場」のデザイン 

 

 以上の分析結果をまとめ、都市整備主体のまちづくり

懇談会の運営における「場」のデザインについて考察を

おこなうと以下のようなことが言える。 

①重層する「場」のデザインのあり方（図－１） 

吹田市の都市整備のまちづくり懇談会を取り上げ、

その手法や各主体の役割について検討を行ってきた。そ

こで、まちづくり懇談会は、大きく全体会に参加する市

民と全体会を運営する「世話人会」にわかれて、前者は、

まちづくりのテーマや内容について話し合いをして意見

調整をする「場」を、後者は、全体会の運営を円滑にす

るための「場」を形成していることがわかった。また、

後者の世話人会の「場」では、まちづくり提案やガイド

ラインを作成する際の作業を伴う「場」としても機能し

ている。世話人会の規模も全体会との関係から、大きく

なりすぎないよう工夫がされている。 

 さらに、全体会の「場」では、意見交換や情報交換を

する「場」と具体的なテーマや場所に絞ったアイデアや

提案を行う「場」が存在し、まちづくりの段階で使い分

けられているといえる。とくに、まちづくり提案やガイ

ドラインづくりなどのアイデアや提案を行う「場」では、

7名から8名の少人数制のワークショップ形式がとられて

いるが、意見交換や情報交換の「場」では、数十名程度

の全体で話し合われることが多い。全体で意見交換や情

報交換をすると、声の大きい人やよく発言をする人など

の意見に流れてしまう傾向がある。また、行政への陳情

や要望も多く聞かれ、市民の行政に対する依存の部分を

助長しやすい。そのためにも、意見交換や情報交換、学

びの「場」において、積極的に少人数制のグループミー

ティング形式を採用し、誰もが発言しやすい雰囲気づく

りに心がける必要があろう。まちづくり懇談会に参加す

る人は、一度は発言してもらえる「場」づくり、雰囲気

づくりに配慮する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 重層する「場」のデザインのあり方 

②より多くの人に計画を周知するための工夫 

 S駅周辺まちづくり懇談会が、道路計画案を決定する

に当たり、最終的には行政にその判断を委ねるという事

態が生じたこと、提案した駅前広場のかたちや区画道路

の位置が、提案後の事業に伴う都市計画の変更原案の説

明会の図面と異なっているということで、まちづくり懇

談会に参加した一部の市民が紛糾しているという事態が

生じたことなどから勘案すると、そのような事態に直面

したときに、行政とまちづくり懇談会で方策を検討する

のではなく、まちづくり懇談会に参加していないより多

くの市民に広く意見を聴くなどの工夫が必要ではなかっ

たか。そのためには、アンケート方式や意見提出方式な

どの参加の手法を組み合わせていく必要があるといえる。 

 ③市民と行政の協働のまちづくりを展開するために 

 行政ばかりが汗をかくのではなく、市民にも会の運営

や進行を担ってもらうには、市民の力量やファシリテー

ション能力を向上させる工夫が必要である。今川らは、

住民自治と協働の視点で、住民は、「行政担当部局と対

等に議論しようとするならば、住民側に住民相互の調整

能力・創造能力が働くような仕組みが必要であろう」と

指摘している4)。例えば、S駅周辺のまちづくり懇談会

では、市民が司会進行を担っている。その背景には、S

駅周辺は以前から設置されていた任意のまちづくり協議

会があり、住民が主体で、まちの活性化についてのイベ

ントの開催やベンチの設置、まちづくり作法集の作成な

ど実践的なまちづくりの積み重ねの実績があったからで

ある。そのまちづくり協議会のメンバーもまちづくり懇

談会の世話人会にかなりの人数で参加している。 

「場」は一時的な設置であるが、まちづくり協議会

という組織は、地域でエンドレスにまちづくり・コミュ

ニティ活動が続けられている。S駅周辺のまちづくりに

見られる「場」と「組織」の連携は、協働のまちづくり

を展開するためのモデルケースとしてとらえられるとい

える。 
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